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別紙１ 

 

（仮称）岡山県庁内保育施設運営委託業務仕様書 

 

１ 業務名 

（仮称）岡山県庁内保育施設運営委託業務（以下「本業務」という。） 

 

２ 目的 

本業務を受託する者（以下「受託者」という。）は、（仮称）岡山県庁内保育施設（以下「施設」

という。）において、関係法令等を遵守し、県職員の子どもの保育等の業務を行うものとする。 

 

３ 本業務の契約期間 

契約締結の日から令和１１年３月３１日まで 

保育施設は令和９年１月からの開園を想定している。 

 

４ 本業務の契約上限額 

月額 ２,０８８,０００ 円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

※在園児数が１０人の場合 

 

５ 施設の概要 

（１）名称 

（仮称）岡山県庁内保育施設 

（２）設置形態 

認可外保育施設 

（３）所在地 

岡山県岡山市北区内山下二丁目４番６号 西庁舎２階 

（４）諸室及び設備（以下「設備等」という。）

別紙１-１のとおり 

（５）備品                                   

別紙１-２のとおり 

（６）利用定員 

19 人（当面は在園児10人を想定している） 

（７）保育を行う日及び時間帯 

平日（月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）

に規定する休日及び年末年始（12 月29 日～１月３日）を除く。）の８時から18時まで 

ただし、県及び受託者において予め書面等による協議の上で、上記の日・時間帯に臨時で休所

し、又は上記以外の日・時間帯に開所することができる。 

（８）一時預かり事業 

   余裕活用型の一時預かりを実施 

（９）利用対象者 

主に、本庁舎及び備前県民局で現に勤務する知事部局職員その他知事が必要と認める者 

（10）受入対象子ども 

（８）の者が現に同居し養育する生後43日目から小学校就学前までの乳幼児 

（11）利用契約 

月単位契約 又は 日単位及び時間単位契約 

（12）子ども１人当たりの利用料金（単位：円） 
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子どもの年齢 月単位契約 一時預かり・時間単位契約 

０歳児 37,100円 

１時間1,000円 
給食・おやつ費・保険料

は実費で別途徴収 

１歳児・２歳児 37,000円 

３歳児 26,600円 

４歳以上児 23,100円 

 

６ 本業務の条件 

本業務の内容及び条件は次のとおりとする。 

なお、本業務により得られた利益は受託者に帰属するものとする。 

（１）運営全体 

① 受託者は、施設を運営する上で必要な手続き（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 59

条の２第１項に定める認可外保育施設の届出等）を全て行い、保育を実施すること。 

② 受託者は、児童福祉法、労働基準法（昭和22 年法律第49 号）等の関係法令及び認可外保育

施設指導監督基準（令和６年３月 29 日保第 206 号こども家庭庁成育局長通知の別添）を遵守

すること。 

ただし、施設で保育に従事する者（以下「従事者」という。）は全て、保育士の有資格者と

すること。 

また、毎月末日までに、翌月の従事者配置計画（配置予定者氏名、施設従事責任者氏名、指

揮命令系統・連絡体制等）を県へ報告し、急な変更が生じた場合は速やかに報告すること。 

③ 受託者は、保育所保育指針（平成29 年厚生労働省告示第117 号）に基づき、子どもの発育の

段階に応じた適切な保育を提供すること。 

④ 受託者は、施設の運営に当たり、県、岡山市、利用者など関係者と連携を図ること。 

⑤ 受託者は、施設の運営に必要な関係事業者が県庁舎敷地内への出入りすることが見込まれる

場合は、予め県へ報告すること。 

⑥ 受託者は、事業所内保育施設の設置を検討する民間事業者等による施設見学や資料等提供依

頼に応じるなど、運営に支障のない範囲で県の施策推進に協力すること。 

（２）子どもの食事等 

① 子どもの昼食・おやつは、原則として施設が自園調理を基本として提供することとするが、

利用者に持参させることもできる。ミルク等は原則として利用者に持参させることとする。 

② 受託者は、子どもの食物アレルギー等について利用者に報告させ、子どもの安全のために必

要な対応を徹底すること。 

（３）安全管理等 

① 受託者は、事故防止・対応、不審者対応、災害対応等に必要なマニュアルを整備し、同マニ

ュアルに沿って適切に対応するとともに、不測の事態が発生した場合は速やかに県へ報告して

必要な対応を協議すること。 

② 受託者は、災害発生時等の非常時にも子どもの安全確保を最優先するための方策を講じるこ

と。 

③ 受託者は、保育施設が加入すべき賠償責任保険その他の必要な保険に加入すること。 

（４）衛生管理等 

① 受託者は、関係法令を遵守して衛生管理を徹底すること。 

② 受託者は、感染症対策等に必要なマニュアルを整備すること。 

③ 受託者は、設備等の清掃、備品及び消耗品（以下「備品等」という。）の消毒・洗濯を行う 

こと。 
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④ 受託者は、施設の運営により生じる廃棄物を処理すること。廃棄物処理を第三者に委託する

場合は、予め県へ報告すること。 

（５）費用負担 

① 費用の負担区分は次のとおりとする。 

費用 委託者 受託者 
利用者 

月極 一時 

設備等の定期的な保守、修繕、更新に要する費用 ○    

受託者に利用を認めた県有の備品等の更新に要する費用 ○    

施設の運営に要する光熱水費 ○    

県庁舎内の回線を利用した電話料金 ○    

従事者の人件費（事業主負担法定保険料等を含む）  ○   

従事者の健康管理に要する費用  ○   

従事者の教育訓練に要する費用  ○   

施設の衛生管理に要する費用（廃棄物処理費を含む）  ○   

賠償責任保険等の保険加入に要する費用  ○   

施設の運営に要する消耗品費及び通信費  ○   

子どもの昼食、おやつに要する費用  ○   

ミルクに要する費用   ○ ○ 

子どものおむつ、着替え等に要する費用   ○ ○ 

その他委託者が負担すべきと委託者が判断した費用 ○    

その他利用者が負担すべきと委託者が判断した費用   ○ ○ 

上記以外の費用  ○   

※子どものおむつについては、業者と利用者との契約により取扱いを決定することができ

る。 

（６）利用の受付等 

① 利用者の集客については、委託者の責任においておこなう。ただし、利用者促進のため受託者も協

力するものとする。 

② 受託者は、利用対象者から利用申込みがあった場合は、利用の可否を速やかに審査・決定し、利用

申込者に利用の可否その他必要事項を連絡すること。具体的な手続きについては別途、県と協

議し決定すること。 

③ 受託者は、利用申込みに係る子どもが集団保育に適さないと判断したときは、利用申込者に

対して利用の拒否を申し出ることができる。 

④ 受託者は、利用申込者及び当該利用申込みに係る子どもの氏名、利用日、利用料金その他必

要事項を記載した書類を作成し、その内容に誤りがないこと及び予め定めた重要事項説明書の

内容について利用申込者に確認・承諾させ、その確認・承諾の証明（利用申込者の署名等）を

保管すること。 

⑤ 受託者は、利用申込者から５（12）に定める利用料金その他必要な実費を徴収すること。 

（７）施設の運営開始前の準備業務 

受託者は、施設の運営開始前に次の業務を行うものとし、これらの業務の実施に要する費用は、県が

負担するものを除き、全て受託者の負担とする。 

① 本業務に係る県との協定、各種規程等の整備及びこれらに関する県との協議 

② 従事者の確保及び研修 

③ 利用希望者による問合せ、施設内覧等への対応 

④ 施設の開所式に要する対応 
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⑤ 施設の運営に必要となる備品等の選定及び購入を県と協議の上で行うこと（県の負担による 

備品等の選定及び購入については、別途業務委託契約を締結する。） 

⑥ その他施設の円滑な運営開始のために必要な対応 

（８）その他 

① 受託者は、子育てのための施設等利用給付に必要な利用証明など、利用者が無償化の対象と

なるために必要な書類を発行すること。また、これに必要な帳簿を作成すること。 

② 受託者は、施設での子どもの状況を、連絡帳等により、利用者へ丁寧に情報提供すること。 

③ 受託者は、利用者の意見を反映させるための取組を行うとともに、要望及び苦情に適切に対

応すること。 

④ 受託者は、県が実施する設備点検等に協力すること（設備点検等の実施に当たっては、予め

県から受託者へ連絡するものとする）。 

⑤ 受託者は、別紙１-１に示す使用範囲以外の場所に備品等を設置したい場合は、県と協議の

上、必要な手続きを行うこと。 

⑥ 受託者は、ガス、灯油等の火気を使用する機器は設置しないこと。電気ストーブ等の火気使

用設備を使用する場合は、必要な手続きを行うこと。 

 

７ 設備等及び備品等の設置及び利用 

（１）受託者は、別紙１-１の設備等及び別紙１-２の備品を、本業務のために利用することができる。 

（２）受託者は、予め県の承認を得た上で、自らの負担及び責任において、設備等及び備品等の修繕、変更

等を行うことができる。ただし、契約期間が終了した場合又は契約が解除された場合は、受託者

が自らの責任において、速やかに原状回復しなければならない。 

（３）備品等の維持管理については、受託者の負担及び責任により行うものとするが、委託者から別

途指示があった場合はその指示に従うこと。 

（４）受託者は、故意又は過失により、設備等又は備品等を毀損し又は滅失した場合は、直ちに県へ

報告し、使用上の安全が確保できないときは臨時で必要な措置を行った上で、これを弁償し、又

は自己の費用で当該設備等若しくは備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入し、若しく

は調達しなければならない。この場合において、受託者は、設備等又は備品等を購入し又は調達

したときは、速やかに県へ報告し、当該設備等又は備品等の所有権を県に帰属させなければなら

ない。 

（５）受託者は、設備等又は備品等の全部又は一部を第三者に貸与し、又は利用させ、若しくは本業

務以外の用に供してはならない。 

 

８ 県及び市への提出等 

（１）受託者は、本業務の実施概要、実施期間、管理運営体制（組織、人員配置等）等を記載した実

施計画書を、施設の運営開始の10 日前までに県へ提出すること。また、県が実施計画の修正を指

示したときはその指示に従うこと。 

（２）受託者は、各日の利用実績その他委託者が指示した事項を記載した実施報告書を毎月作成し、

翌月10 日までに県へ提出すること。 

（３）県と受託者との調整や連携強化を図るため、受託者は、県が開催する会議等に出席し、県が求

める資料の提出を行うこと。 

（４）受託者は、運営状況報告書や監査に必要な書類を市へ提出すること。 

 

９ 危機管理対応 

（１）受託者は、本業務に関して事故や災害（以下「事故等」という。）が発生した場合における対応

方法を定めた危機管理規程を整備し、これを遵守しなければならない。 
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（２）本業務の実施に関して事故等が発生した場合は、受託者は危機管理規程に従って直ちに必要な

措置を講じ、県及び関係者に事故等の発生を通報し、必要な対応を協議しなければならない。 

（３）事故等が発生した場合は、受託者は県及び関係者と協力してその原因調査に当たらなければな

らない。 

（４）事故等以外のトラブル事案（利用者からの苦情等）が発生した場合は、受託者は責任をもって

対処し、県にその内容等を速やかに報告しなければならない。 

 

10 本業務の適正な実施に関する事項 

（１）受託者は、本業務を適正に実施するために県と必要な調整を常時行うことができる体制を整え

ること。 

（２）受託者は、児童福祉法、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）、食品衛生法（昭和 

22 年法律第233 号）、消防法（昭和23 年法律第186 号）、労働基準法、労働関係調整法（昭和21

年法律第25 号）、最低賃金法（昭和34 年法律第137 号）その他関係法令を遵守し、本業務の適正

な実施のために必要な手続きを漏れなく行うこと。 

（３）受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただ

し、本業務を効率的に実施する上で必要なものについては、予め県と協議し承認を得た上で、一

部を委託することができるものとする。 

（４）受託者は、本業務に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律（平成15 

年法律第57 号）その他の関係法令及び別紙１-３の「個人情報取扱特記事項」に基づき、その取

扱いに十分注意し、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報保護に万全を期すこと。 

（５）受託者は、本業務を通じて知り得た秘密を他に漏らし、又は本業務の実施のため以外の目的に

使用してはならない。本業務の契約期間終了後も同様とする。万一、受託者の責に帰すべき事由

により情報漏えいが発生した場合は、それにより生じる損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は

受託者の責任において処理しなければならない。本業務に従事した者が、異動、退職等により本

業務に関与しなくなった場合も、受託者はその者に取得情報を秘匿させなければならない。 

（６）県は、本業務の実施の適正を期すため必要があると認めるときは、受託者に対して報告させ、

又は事務所に立ち入り、関係帳簿類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することがで

きるものとする。 

（７）受託者は、本業務の実施に当たり、文書、図面及び写真並びに電磁的記録を作成又は取得した

場合は、岡山県庁文書規程（昭和38 年岡山県訓令第18 号）に準じて、明確な責任のもとに、適

正に整理・保管し、契約期間終了後５年間は保存しなければならない。 

 

11 本業務の継続が困難となった場合の措置 

（１）受託者の責に帰すべき事由により本業務の継続が困難となった場合は、県は契約を解除し、受

託者は県に生じた損害を賠償するものとする。 

（２）災害その他不可抗力など県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により本業務の継続

が困難となった場合は、県及び受託者で本業務の実施継続の可否について協議し、協議が整わな

いときは、それぞれ書面で通知することにより契約を解除できるものとする。 

（３）受託者は、理由の如何を問わず、本業務の継続が困難となった場合は、県による次期受託者の

選定に協力し、選定された者が円滑かつ支障なく本業務を実施できるよう速やかに引継ぎを行い、本業

務に必要な文書、図面及び写真並びに電磁的記録を次期受託者へ提供するものとする。 

 

12 その他 

本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、委託者及び受託者双方が誠意をもって

協議し解決するものとする。 
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13 問い合わせ先 

岡山県総務部人事課職員厚生班 

〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下二丁目４番６号 

メール：syokuin@pref.okayama.lg.jp 電話：086-226-7223 


